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第第 １１ 節節   局局 事事 業業 のの 概概 説説  

 

 当局の事務事業は、港湾に関することであり、その対象は、東京港と島しょ（伊豆・小笠原諸島）の港湾（漁港、空

港及び海岸を含む。）である。 

 

１１  東東京京港港にに関関すするる局局のの事事務務事事業業（（第第２２章章～～第第８８章章））  

東京港は、世界の基幹航路の船舶が直接寄港するコンテナふ頭を備えた国際貿易港であり、都民をはじめとする

首都圏4,000万人の生活と経済活動に必要な物資を、国内外から迅速にかつ安定的に供給する一大物流拠点として、

重要な役割を果たしている。 

一方、東京港は物流機能だけでなく、東京にとって貴重な空間である埋立地を利用して、東京の都市構造の再編

や都民の活力とうるおいのある生活に寄与するために、産業基盤としての機能、生活基盤としての機能及びレクリ

エーションの場としての機能などを有している。 

当局の事業は、東京港の管理運営、振興及び港湾施設の整備並びに埋立地の造成、整備、開発事業等である。 

((11))  東東京京港港のの管管理理運運営営とと機機能能強強化化等等（（第第２２・・３３章章））  

東京港の一義的な役割は物流ターミナルである。 

東京港に入る主な貨物は、都民生活に直接関係する野菜、果物、畜産品、水産品、加工食品などの食品をはじ

め、砂利・砂、セメントなどの建設資材、紙・パルプ、電化製品、石油類、日用雑貨などの生活関連物資である。

他方、産業機械、化学工業品、自動車部品、電気機械といった比較的付加価値の高い製品が積み出されている。 

このように東京港は、大都市東京の消費生活と経済活動に不可欠な物流ターミナルとして機能している。これ

までも、こうした機能の維持、発展のために東京港の整備と効率的運営に努めてきたところである。今後も、コ

ンテナ船の大型化などの海上輸送の革新にも積極的に対応するとともに、川崎港、横浜港と連携し、健全な競争

関係のもとで、利用者サービスの向上と港湾コストの低減を実現することにより東京港の発展を図っていく。 

また、平成16年７月に国際船舶・港湾保安法が施行され、港湾の保安対策が強化された。東京港においては、

関係機関との連携によりテロや密輸・密入国対策等に取り組み、危機管理体制の充実を図っている。 

この他にも、港湾管理者として港湾区域を良好な状態に維持するため、水域環境保全のための事業などを行っ 

ている。 

((22))  東東京京港港のの港港湾湾計計画画のの策策定定とと港港湾湾施施設設のの整整備備（（第第４４・・５５章章））  

東京港の物流機能の強化を図るため、令和 10 年代後半を目標年次とした東京港第９次改訂港湾計画に基づき、

港湾施設の整備を推進している。 

外貿ふ頭では、国際基幹航路の維持や増加する東南アジア航路に対応するため、新たなコンテナふ頭の整備や

既存ふ頭の再編整備を進めている。内貿ふ頭では、モーダルシフトの進展等により増加する内貿貨物や船舶の大

型化に対応するため、新たな内貿ユニットロードふ頭の整備や既存ふ頭の再編整備を進めている。 

また、都内から発生する廃棄物等の最終処分場である新海面処分場の整備も進めている。 

第１章 総  説 
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((33))  防防災災機機能能のの向向上上（（第第６６章章））  

都民の生命と財産を災害から守ることは、都の重要な責務であり、東京港に関する防災対策を推進している。 

伊勢湾台風級の高潮や、想定される最大級の地震による津波等の浸水から臨海部を守るため、防潮堤、水門、

内部護岸等の整備・耐震化を行っている。また、水防法改正を受け、高潮浸水想定区域図を作成・公表するとと

もに、高潮特別警戒水位の設定・運用などの取組も実施している。このほか、大規模地震時における救援物資等

の輸送拠点として、重要な役割を果たす港湾施設の耐震化を実施している。 

 ((44))  臨臨海海地地域域開開発発とと海海上上公公園園のの整整備備運運営営（（第第７７・・８８章章））  

東京港では、昭和 36 年以来、港湾計画に基づき、港湾の整備と一体の事業として大規模な埋立てを実施してき

た。現在の開発対象面積は 2,768ha であり、令和５年度末において 2,595ha が開発済みである。東京港の埋立計

画は、当初から大規模臨海工業地帯としての開発は行わず、港湾関係施設をはじめ、都市開発と都市交通改善の

ために埋立地を活用することを基本方針としてきた。現在までに、新木場移転、公害工場移転のほか、清掃工場、

住宅団地、新幹線用地等の受入れの実績をあげてきた。 

さらに、海の自然環境の回復と保全を図り、水と緑に親しむ海上公園の整備やスポーツ・レクリエーション施

設の整備を進めている。 

また、臨海副都心開発について、東京都は「臨海部副都心開発基本計画」（昭和63年３月）に基づき、「臨海副

都心開発事業化計画」（平成元年４月）を策定した。この事業は、東京の臨海部において、多心型都市構造への転

換を推進し、国際化・情報化の進展に対応した、多様な機能を備えた７番目の副都心を建設するというものであ

る。 

計画の第一段階である始動期開発は平成７年度末で終了し、都が設立した第三セクターである東京臨海副都心

建設㈱を活用するなどして、都市活動に必要な都市基盤施設である共同溝・上下水道等の整備を行うとともに、

青海地区のテレコムセンター、有明南地区の国際展示場等をはじめとした建築施設の整備が行われた。 

始動期後の開発については、開発を取り巻く社会経済状況に大きな変化が生じるとともに、都民の意識にも大

きな変化が見られたことから、これまでの開発目標や成果を踏まえた上で、今日の社会経済状況に適合するよう、

総合的な見直しをすることとした。東京都は、平成８年７月、今後の開発の基本的方向を示した「臨海副都心開

発の基本方針」を決定し、引き続き現行計画の見直しに着手し、平成９年３月、「臨海副都心まちづくり推進計画」

を策定した。 

なお、臨海地域開発を着実に推進し、その財政基盤を強化するため、平成13年度に全庁的な取組として、土地

売却方式の導入や都市基盤施設の整備内容の精査など、収支両面から徹底した事業の見直しを行い、平成14年３

月に「臨海地域開発財政基盤強化プラン」を策定した。 

さらに、平成18年３月には、臨海副都心開発の総仕上げに向けて、「臨海副都心開発の今後の取組み～総仕上げ

の10年間～」を策定し、今後10年間のまちづくりへの取組と財政基盤強化への取組について、東京都の具体的な

考え方をまとめた。 

現在、臨海副都心まちづくり推進計画に基づく地域内都市基盤の整備については、概ね完了し、４地区のうち

台場地区と有明南地区は土地処分が終了している。 
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２２  島島ししょょのの港港湾湾、、漁漁港港、、空空港港及及びび海海岸岸にに関関すするる局局のの事事務務事事業業（（第第９９章章））  

伊豆諸島は、東京から約100～600km 南方洋上に散在する大島、三宅島、八丈島などの島からなり、総面積約300km２、

21,589 人の住民が生活している（令和５年１月１日現在住民基本台帳人口）。 

小笠原諸島は、東京から約 1,000～1,700km 南方洋上に散在する父島、母島などの島からなる。終戦後は米軍の

管轄下にあったが、昭和 43 年６月、我が国に返還され、2,581 人の住民が生活している（令和５年１月１日現在

住民基本台帳人口）。 

これらの島の港湾、漁港、空港及び海岸の整備は、交通輸送の確保、産業基盤づくりという点で島民の生活に

欠くことができないことから、厳しい自然条件を克服しながら、着実に進めている。 
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第第２２節節  組組織織、、事事務務分分掌掌  

  

１１  組組    織織                                    〔総務部総務課〕 

((11))  沿沿  革革  

当局は、昭和14年頃の東京港港勢の急速な伸びに対応する港湾事業の拡張のため、昭和14年12月、東京市の港

湾行政担当局として設立された。 

終戦直後、進駐軍の港湾施設接収等により、一時港湾課となったが、その後、港湾の建設も次第に進展し、昭

和25年の豊洲石炭ふ頭の開設、晴海、品川ふ頭の起工準備、埋立地の管理強化と開発等港湾事業の増加により、

昭和26年６月、港湾局となった。 

それ以降は、７頁に掲げる変遷を経て現在に至っている。 

((22))  局局組組織織  

    令和６年８月１日現在、当局の本庁組織は、局長、技監以下総務部、港湾経営部、臨海開発部、港湾整備部及

び離島港湾部の５部、16 課、107 担当で構成されており、さらに、出先機関として東京港管理事務所（５課、27

担当）及び東京港建設事務所（１所(※)・６課、33 担当）並びに調布飛行場管理事務所（１担当）が置かれてい

る（８頁参照）。 

  なお、令和６年４月には、脱炭素社会の実現に向け、総務部企画計理課及び港湾整備部計画課において、体制

が強化された。 

  各部所職種別職員定数は、下表のとおりである。 

 (※)高潮対策センター 

各各部部所所職職種種別別職職員員定定数数  

令和６年８月１日現在 

職 種 

 

部 ・ 所 

事
務 

土
木 

建
築 

機
械 

電
気 

技
術 

そ
の
他 

 

技
能
系 

計 

総務部 66 3  1 1  
 

 71 

港湾経営部 50 4     
 

 54 

臨海開発部 39 10 3 1  6 
 

 59 

港湾整備部 6 45 8 6 7  
 

 72 

離島港湾部 23 49 1  1 1 
 

 75 

東京港管理事務所 59 19 3 5 9 9 
 

14 118 

東京港建設事務所 18 93 4 18 17  
 

23 173 

（うち高潮対策センター） (1) (3)  (9) (13)  
 

(2) (28) 

合      計 261 223 19 31 35 16 
 

37 622 
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※海上公園整備担当課長

港湾局組織図（令和６年８月１日現在）

港 湾 局

技 監

総 務 部 総 務 課

企 画 計 理 課

財 務 課

港 湾 経 営 部 経 営 課

振 興 課

東 京 港 管 理 事 務 所 港 務 課

ふ 頭 運 営 課

港 湾 道 路 管 理 課

臨 海 地 域 管 理 課

誘 致 促 進 課

臨 海 開 発 部

施 設 補 修 課

開 発 企 画 課

開 発 整 備 課

海 上 公 園 課

港 湾 整 備 部 建 設 調 整 課

計 画 課

技 術 管 理 課

施 設 建 設 課

東 京 港 建 設 事 務 所 庶 務 課

港 湾 整 備 課

海 岸 整 備 課

埋 立 整 備 課

浚 渫 工 事 課

施 設 整 備 課

高 潮 対 策 セ ン タ ー

離 島 港 湾 部

※企画担当部長（ＤＸ推進担当部長・子供政策連携室企画調整担当部長・ス

タートアップ・国際金融都市戦略室スタートアップ戦略推進担当部長兼務）

調整担当部長

※港湾振興担当部長

開発調整担当部長（島しょ空港技術担当部長兼務）

※臨海副都心まちづくり推進担当部長

※計画調整担当部長

※港湾計画担当部長（港湾ＤＸ推進担当部長兼務）

副所長（高潮対策センター所長兼務）

※島しょ・小笠原空港整備担当部長

団体調整担当課長

人事担当課長

広報担当課長

企画担当課長（ＤＸ推進調整担当課長・子供政策連携室企

画調整部企画調整担当課長・スタートアップ・国際金融都市戦

略室イノベーション推進部スタートアップ戦略推進担当課長兼

務）

調整担当課長

※技術調整担当課長

※生活文化スポーツ局スポーツ施設部施設整備担当課長

（施設整備調整担当課長兼務）

監理担当課長

※交通対策担当課長

物流企画担当課長

広域港湾連携担当課長

港湾営業専門課長

※政策企画局計画調整部東京ｅＳＧプロジェクト推進担当課
長・都市整備局都市づくり政策部東京ベイｅＳＧまちづくり戦略
推進担当課長（開発企画課長兼務）

事業推進担当課長
※開発調整担当課長
※臨海副都心開発調整担当課長（スタートアップ・国際金融都
市戦略室イノベーション推進部スタートアップ戦略推進担当課
長兼務）

【凡例】 ※印 担当部長及び担当課長設置要綱第２ただし書及び第３ただし書により置く職

臨海副都心用地販売担当課長

※建築施設計画担当課長

海上公園計画担当課長

整備調整担当課長

水防対策担当課長

※環境対策担当課長

港湾整備専門課長

※建築調整担当課長

道路整備担当課長（整備推進担当課長兼務）

管 理 課

計 画 課

建 設 課

※島しょ空港調整担当課長（管理課長兼務）

航空保安担当課長

小笠原空港整備担当課長
※島しょ空港整備推進担当課長

島しょ港湾防災対策専門課長（担当課長＜特命＞兼務）

調 布 飛 行 場 管 理 事 務 所

※副所長

※建築調整担当課長（港湾整備部建築調整担当課長兼務)

※港湾ＤＸ推進担当課長（離島港湾部港湾ＤＸ推進担当課長兼

務）

※道路補修担当課長

※施設整備課長（浚渫工事課長兼務)

※港湾整備部局務担当課長＜東京港建設事務所調整担当課

長＞
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２ 事 務 分 掌 

部・所 課 ・ 所 事 務 分 掌 

総

務

部 

調整担当部長 １ 局事務事業の調査・研究に関すること。 

総 務 課 １ 局の組織及び定数に関すること。 

２ 局所属職員の人事及び給与に関すること。 

３ 局所属職員の福利厚生に関すること。 

４ 局事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。 

５ 局の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。 

６ 局事務事業の管理改善に関すること。 

７ 局事務事業の広報及び広聴に関すること。 

８ 局の情報公開に係る連絡調整等に関すること。 

９ 局の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。 

10 局の所管に係る政策連携団体等の指導及び監督に関すること。 

11 局事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること（デジタルトランスフォーメ

ーション推進に関するものを除く。）。 

12 局内他の部及び課に属しないこと。 

団体調整担当

課長 

１ 局所管政策連携団体に対する指導及び監督並びに協議及び報告に関すること（他の部に属するも

のを除く。）。 

２ 総務部長が必要に応じ指示する事項に関すること。 

人事担当課長 １ 局の組織及び定数に関すること。 

２ 局所属職員（課長及びこれに準ずる職以上の職にある者を除く。）の人事及び給与に関すること。 

３ 局所属職員の福利厚生に関すること。 

４ 総務部長が必要に応じ指示する事項に関すること。 

広報担当課長 １ 局の広報及び広聴事務に関すること。 

２ 報道機関との連絡及び調整に関すること。 

３ 局事務事業に係る要望、苦情及び相談の処理に関すること。 

４ 総務部長が必要に応じ指示する事項に関すること。 

企 画 計 理 課 １ 局事務事業の企画及び調整に関すること。 

２ 局事務事業のデジタルトランスフォーメーション推進に関すること。 

３ 局の予算、決算及び会計に関すること（他の課に属するものを除く。）。 

４ 局の財政計画及び資金計画に関すること。 

５ 局の地方債及び借入金に関すること。 

６ 港湾行政に係る施策及び制度の基礎的調査に関すること。 

７ 局事務事業の進行管理に関すること。 

８ 局事務事業の行政評価の実施に関すること。 

企画担当課長 １ 局事務事業の企画及び調整に関すること。 

２ 港湾行政に係る施策及び制度の基礎的調査に関すること。 

３ 局事務事業の進行管理に関すること。 

４ 局事務事業の行政評価の実施に関すること。 

調整担当課長 １ 局事務事業の調査・研究に関すること。 

財 務 課 １ 局の公有財産、物品及び債権の管理に関する総合調整に関すること。 

２ 臨海地域開発事業会計及び港湾事業会計に係る資産の取得、処分及び管理に伴う土地、建物及び

借地権等の評価並びに損失補償の額の算定に関すること。 

３ 局の契約に関すること。 

４ 局の物品の管理に関すること。 

５ 臨海地域開発事業及び港湾事業に係る会計及び決算報告書その他財務諸表の作成に関すること。 

６ 臨海地域開発事業会計及び港湾事業会計に係る固定資産の管理に関する総合調整に関すること。 

港
湾
経
営
部 

経 営 課 １ 港湾経営に係る総合的な企画及び調整に関すること。 

２ 港湾区域の設定に関すること。 

３ 港湾施設の整備計画に関すること（他の部に属するものを除く。）。 

４ 港湾の管理運営に係る諸制度の企画、調査、研究及び調整に関すること。 

５ 入港料及び港湾施設使用料の料率の設定並びに港湾経営収支分析に関すること。 
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部・所 課 ・ 所 事 務 分 掌 

港

湾

経

営

部 

経 営 課 ６ 局所管道路、橋りょう及び海底トンネルの管理の企画及び調整に関すること。 

７ 船員及び港湾労働者等の福利厚生及び福利厚生施設の管理運営の企画、調査及び調

整に関すること。 

８ 港湾施設の設置に関すること。 

９ 港湾事業に係る不動産の取得に関すること。 

10 国及び他の港湾管理者との連絡に関すること。 

11 臨港地区及び分区の設定並びに港湾隣接地域及び海岸保全区域の指定に関するこ

と。 

12 港湾区域内における公有水面の埋立免許に関すること。 

13 臨港地区内分区の目的を阻害するおそれのある構築物の規制に関すること。 

14 港湾区域又は港湾隣接地域内における港湾の保全、開発、利用又は管理に支障を与

えるおそれのある行為の規制に関すること。 

15 海岸保全区域内における海岸の保全又は管理に支障を与えるおそれのある行為及び

構築物の規制に関すること。 

16 港湾区域内の水域の管理、汚染防止対策及び船舶の航行障害の防止に関すること。 

17 港湾における船舶の係留保管の適正化に関すること。   

18 水域施設、外かく施設、貯木場、マリーナ等の管理に係る企画、調査及び調整に関

すること。 

19 港湾環境整備負担金に関すること。 

20 東京港の保安対策に関すること。 

21 東京港管理事務所に関すること。 

22 東京港埠頭株式会社に関すること。 

23 部内他の課に属しないこと。 

監理担当課長 １ 臨港地区及び分区の設定並びに港湾隣接地域及び海岸保全区域の指定に関すること。 

２ 港湾区域内における公有水面の埋立免許に関すること。 

３ 臨港地区内分区の目的を阻害するおそれのある構築物の規制に関すること。 

４  港湾区域又は港湾隣接地域内における港湾の保全、開発、利用又は管理に支障を与えるおそれの

ある行為の規制に関すること。 

５ 海岸保全区域内における海岸の保全又は管理に支障を与えるおそれのある行為及び構築物の規

制に関すること。 

６ 港湾区域内の水域の管理、汚染防止対策及び船舶の航行障害の防止に関すること。 

７ 港湾における船舶の係留保管の適正化に関すること。   

８ 水域施設、外かく施設、貯木場、マリーナ等の管理に係る企画、調査及び調整に関すること。 

９ 港湾環境整備負担金に関すること。 

10 東京港の保安対策等に関すること。 

11 民有港湾施設の維持管理に係る指導及びその改良に係る支援に関すること（港湾局の他の部・所

に属するものを除く。）。 

12 舟運の活性化に関すること。 

13 港湾経営部長が必要に応じ指示する事項に関すること。 

振 興 課 １ 東京港の振興に関すること。 

２ 東京港の管理運営の企画、調査及び総合調整に関すること。 

３ 港湾施設の管理運営の企画、調査及び調整に関すること（他の課に属するものを除く。）。 

４ 港湾に係る広域的な物流施策の企画、調整及び推進に関すること（他の局に属するものを除く。）。 

５ 港湾に係る連携施策の企画、調整及び推進に関すること（他の課に属するものを除く。）。 

６ 港湾施設用地の長期貸付けに関すること。 

７ ふ頭再開発の実施に係る調整に関すること。 

８ 姉妹港・友好港との交流事業に関すること。 

９ 港湾に係る統計調査に関すること。 

物流企画担当

課長 

１ 首都圏物流政策、物流効率化、高度化等に関すること。 

２ 高機能物流拠点の形成等に関すること。 

３ 港湾管理運営のあり方の検討に関すること。 

４ 港湾経営部長が必要に応じ指示する事項に関すること。 
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部・所 課 ・ 所 事 務 分 掌 

港
湾
経
営
部 

広域港湾連携

担当課長 

１  京浜三港における連携施策の企画、調査・研究、調整及び推進に関すること。 

２  京浜港連携協議会及び京浜港広域連携推進会議に関すること。 

３  京浜港共同ビジョン及び京浜港の総合的な計画の実施に関すること。 

４ 国際コンテナ戦略港湾に関すること。 

５ 港湾運営会社制度に関すること。 

６ 港湾経営部長が必要に応じ指示する事項に関すること。 

港湾営業専門

課長 

１ 東京港への船舶及び貨物の誘致に係る営業活動に関すること。 

２ 荷主、船社その他関係企業等との意見交換及び情報収集に関すること。 

３ 港湾経営部長が必要に応じ指示する事項に関すること。 

臨

海

開

発

部 

開発調整担当

部長 

１ 臨海部の開発計画に係る技術的事項に関すること。 

２ 臨海部の開発整備事業の推進に関すること。 

３ 埋立地の造成計画、開発計画及び整備計画に係る技術上の調整に関すること。 

４ 埋立地の開発、処分及び管理に係る技術上の調整に関すること。 

５ 廃棄物処理場及び建設発生土対策に関すること。 

開 発 企 画 課 １ 東京臨海地域の開発の総合的な企画及び調整に関すること（他の局に属するものを除く。）。 

２ 港湾における埋立地の開発計画及び経営企画に関すること（他の課に属するものを除く。）。 

３ 臨海副都心開発の企画及び調整に関すること（他の局に属するものを除く。）。 

４ 臨海副都心の開発事業の推進に関すること（他の局に属するものを除く。）。 

５ 臨海副都心開発に係る事業主体及び事業手法等に関すること（他の局に属するものを除く。）。 

６ 臨海副都心の関連地域の開発計画に関すること（他の局に属するものを除く。）。 

７ 埋立工事及び海上公園工事の実施計画及び管理に関すること。 

８ 部内他の課に属しないこと。 

事業推進担当

課長 

１ 有明北、豊洲及び晴海地区（以下「有明北地区等」という。）の開発計画に関すること。 

２ 有明北地区等の開発事業の推進及び調整に関すること。 

３ 有明北地区等開発の事業推進に係る地権者との交渉に関すること。 

４ 有明北地区等開発の開発手法における関係部局との調整に関すること。 

５ その他臨海副都心開発に係る事業推進に関すること。 

誘 致 促 進 課 １ 東京臨海地域への事業者の誘致及び公募に関すること。 

２ 埋立地の造成及び開発事業の推進並びに調整に関すること。 

３ 埋立地（港湾施設用地の長期貸付けに係るものを除く。第四号から第六号までにおいて同じ。）

の処分計画に関すること。 

４ 埋立地の処分（長期貸付け、交換、譲与、所管換え等を含む。以下同じ。）及び管理運用に関す

ること。 

５ 処分した埋立地に係る規制又は管理に関すること。 

６ 埋立地（未しゅん功埋立地を含む。）及び共同溝の管理の企画及び調整に関すること。 

７ 港湾区域内の公有水面の埋立権の管理に関すること。 

８ 埋立地の管理不適正財産の処理に関すること。 

９ 埋立地の嘱託登記、土地台帳及び地籍図に関すること。 

10 臨海地域開発事業に係る不動産の取得に関すること。 

臨海副都心 

用地販売担当

課長 

１ 臨海副都心への事業者の誘致及び公募に関すること。 

２ 臨海副都心用地の暫定利用の促進に関すること。 

３ 臨海副都心の賑わい創出事業に関すること。 

４ 観光まちづくり事業の推進に関すること。 
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部・所 課 ・ 所 事 務 分 掌 

臨

海

開

発

部 

開 発 整 備 課 １ 港湾における埋立地の造成計画、開発計画及び整備計画に関すること（他の課に属するものを除

く。）。 

２ 臨海副都心開発に係る基盤施設の整備の調整及び計画に関すること（他の局に属するものを除

く。）。 

３ 臨海副都心開発に係る実施計画に関すること。 

４ 港湾区域内の公有水面の埋立免許申請に関すること。 

５ 処分した埋立地に係る施設設置計画の技術的審査に関すること。 

６ 廃棄物処分場の管理の企画及び調整に関すること。 

７ 港湾における建設発生土対策に関すること（他の部に属するものを除く。）。 

８ 埋立工事及び海上公園工事の審査及び検査に関すること。 

９ 埋立地護岸及び埋立地施設の建設に係る調査及び調整に関すること。 

10 臨海副都心開発に係る建築施設の整備の調整及び計画に関すること（他の局に属するものを除

く。）。 

海 上 公 園 課 １ 海上公園（他の局に属するものを除く。以下同じ。）の設置及び管理に関すること。 

２ 海上公園の整備計画に関すること。 

３ 海上公園の管理運営に係る企画及び調整に関すること。 

４ 海上公園の建設に係る調査及び調整に関すること。 

５ 局所管地及び処分した埋立地等の緑化指導に関すること。 

海上公園計画

担当課長 
１ 海上公園の設置及び管理に係る技術的事項に関すること。 

２ 海上公園の整備計画に関すること。 

３ 海上公園の建設に係る調査及び調整に関すること。 

４ 局所管地及び処分した埋立地等の緑化指導に関すること。 

港

湾

整

備

部 

建 設 調 整 課 １ 東京港における局の工事の実施計画、管理及び検査に関すること（他の部に属するものを除く。）。 

２ 東京港における局の工事に係る基本調整等に関すること。 

３ 東京港における局の工事に係る課題の調査に関すること。 

４ しゅんせつ土砂の有効活用に関する計画の策定及び実施に係る調整に関すること。 

５ 東京港建設事務所に関すること。 

６ 部内他の課に属しないこと。 

整備調整担当

課長 

 

１ 東京港における局の工事に係る総括調整に関すること。 

２ 東京港における局の重要工事に係る漁業者、関係省庁及び関係機関等との総括調整に関するこ

と。 

３ しゅんせつ土砂の有効活用に関する計画の策定及び実施に関すること。 

４ 東京港における局の工事に係る起工及び検査に関すること。 

５ 東京港における局の工事に係る課題の調査に関すること（他の部及び課に属するものを除く。）。 

６ 港湾整備部長の特命に関すること。 

計 画 課 １ 東京港の将来計画に関すること。 

２ 東京港における港湾、空港、海岸保全、廃棄物処理場及び公害対策の施設整備に係る基本計画及

び事業計画に関すること（他の部に属するものを除く。）。 

３ 東京港における施設整備計画の総合調整及び推進並びに進行管理に関すること。 

４ 東京港における災害防止対策の企画、調査及び調整に関すること。 

５ 東京港における環境影響評価に関すること。 

６ 東京港における局施設の保全に関すること。 

水防対策担当

課長 

１ 東京港における海岸保全施設の整備に係る計画の策定及び進行管理に関すること。 

２ 東京港における災害防止対策の企画及び調整に関すること。 

３ 東京港における津波・高潮対策等水防対策に関すること。 

４ 東京港における防災船着場の整備に係る計画の策定及び進行管理に関すること。 

５ 港湾整備部長の特命に関すること。 

港湾整備専門

課長 

１ 東京港の防災機能の強化に向けた組織横断的調整に関すること。 

２ 東京港における局施設の保全に関すること。 

３ 港湾施設及び海岸保全施設の耐震性に関すること。 

４ 港湾施設及び海岸保全施設の設計指導に関すること。  

５ 港湾整備部長の特命に関すること。 

- 12 -

第
１
章



部・所 課 ・ 所 事 務 分 掌 

港
湾
整
備
部 

技 術 管 理 課 １ 局事業の工事に係る技術の管理及び開発並びに技術的調査及び研究に関すること。 

２ 東京港における出願工事等の技術的審査に関すること（他の部に属するものを除く。）。 

３ 東京みなとＤＸ推進事業に関すること。 

施 設 建 設 課 １ 局事業（離島を含む）に係る建築、機械及び電気施設の建設に関すること。 

離

島

港

湾

部 

管 理 課 

 

１ 離島の港湾区域、臨港地区及び臨港地区内分区の設定並びに港湾隣接地域の指定に関すること。 

２ 離島の港湾及び漁港に係る海岸保全区域の指定に関すること。 

３ 漁港の指定及び町村営漁港の監督に関すること。 

４ 離島の港湾、漁港及び空港並びに調布飛行場及び東京ヘリポート（以下「調布飛行場等」という。）

の管理運営の企画、調査及び調整に関すること。 

５ 離島の港湾施設、漁港施設及び空港並びに調布飛行場等の設置に関すること。 

６ 離島の港湾、漁港及び空港並びに調布飛行場等の統計資料の作成に関すること。 

７ 離島の港湾、漁港及び空港並びに調布飛行場等の施設使用料等の料率の設定に関すること。 

８ 離島の港湾、漁港及び空港並びに調布飛行場等の施設使用料等の徴収に関すること。 

９ 離島の港湾区域及び漁港区域内における公有水面の埋立免許に関すること。 

10 離島の臨港地区内分区の目的を阻害するおそれのある構築物の規制に関すること。 

11 離島の港湾区域内又は港湾隣接地域内における港湾の保全、開発、利用又は管理に支障を与える

おそれのある行為の規制に関すること。 

12 離島の海岸保全区域内における海岸の保全又は管理に支障を与えるおそれのある行為及び構築

物の規制に関すること。 

13 漁港区域内における漁港の保全、利用又は管理に支障を与えるおそれのある行為及び構築物の規

制に関すること。 

14 離島の港湾、漁港及び空港並びに調布飛行場等、海岸保全及び埋立工事の実施計画、調整及び検

査に関すること。 

15 伊豆諸島航路及び航空路の補助に関すること。 

16 調布飛行場管理事務所に関すること。 

17 移住定住促進事業に関すること。 

18 部内他の課に属しないこと。 

航空保安担当

課長 

１ 調布飛行場周辺の米軍及び自衛隊飛行場との航空交通の連絡調整に関すること。 

２ 調布飛行場及び周辺空域における航空機の運航等に係る航空局等との調整に関すること。 

３ 緊急時等における技術的な検討・助言に関すること。 

４ 調布飛行場周辺空域における飛行ルールの策定等に関すること。 

５ 利用者に対する飛行ルールの周知徹底等安全指導に関すること。 

６ 情報提供業務の指導・監督に関すること。 

計 画 課 １ 離島の港湾、漁港、空港及び海岸保全施設並びに調布飛行場の整備の基本計画及び事業計画に関

すること。 

２ 離島の港湾区域及び漁港区域内の公有水面の埋立免許申請に関すること。 

３ 離島の港湾、漁港、空港及び海岸保全並びに調布飛行場に関する技術的調査及び研究に関するこ

と。 

４ 離島の港湾、漁港及び空港並びに調布飛行場における災害防止対策の企画、調査及び調整に関す

ること。 

５ 離島の港湾、漁港及び空港並びに調布飛行場における局施設の保全に関すること。 

６ 離島の港湾、漁港及び空港並びに調布飛行場における無電柱化に関すること。 

７ 離島の港湾、漁港及び空港並びに調布飛行場における離島港湾ＤＸに関すること。 

８ 離島の空港及びヘリポート等並びに調布飛行場の整備に係る企画、調査及び調整に関すること。 

９ 町村営漁港の整備計画に関すること。 

10 町村営漁港の海岸保全施設の整備計画に関すること。 

小笠原空港整

備担当課長 

１ 小笠原空港の整備に係る企画、調査及び調整に関すること。 

２ 小笠原空港の整備の基本計画及び事業計画に関すること。 

３ 小笠原空港の整備に係る技術的調査及び研究に関すること。 

４ 小笠原空港の整備推進に係る関係機関等との連絡調整に関すること。 

島しょ港湾防

災対策専門課

長 

１ 離島の防災機能強化に向けた企画、調査及び調整に関すること。 

２ 離島の海岸保全施設の基本計画及び事業計画に関すること。 

３ 離島の海岸保全に関する技術的調査及び研究に関すること。 
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離

島

港

湾

部 

建 設 課 １ 離島の港湾、漁港、空港、海岸保全及び埋立工事並びに調布飛行場の建設工事の設計に関するこ

と。 

２ 離島の港湾、漁港、空港、海岸保全及び埋立工事並びに調布飛行場の建設工事の施行及び監督に

関すること。 

３ 離島の港湾、漁港及び空港における出願工事等の技術的審査及び監督に関すること。 

調布飛行場管

理事務所 

１ 東京都調布飛行場（以下「飛行場」という。）並びに飛行場内の土地、建物及び設備の使用の許

可に関すること。 

２ 使用料等の徴収に関すること。 

３ 飛行場内の安全管理に関すること。 

４ 航空灯火施設の管理に関すること。 

５ 飛行の統計及び記録の整理に関すること。 

６ 飛行場に係る航空気象観測業務に関すること。 

７ 空港消防業務に関すること。 

８ 飛行場の管理運営に係る連絡調整に関すること。 

東

京

港

管

理

事

務

所 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

港 務 課 １ 所所属職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。 

２ 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。 

３ 所の予算、決算及び会計に関すること。 

４ 所の物品購買契約及び工事、修繕その他の契約に関すること。 

５ 船員及び港湾労働者等の福利厚生施設、東京夢の島マリーナ並びにヘリポートの管理に関するこ

と。 

６ 港湾施設使用料、ヘリポート使用料及び水域占用料等の徴収に関すること（他の課に属するもの

を除く。）。 

７ 所の財産及び物品の管理に関すること。 

８ 東京港港湾情報システムの運用、管理及び調整に関すること。 

９ 水域施設、係留施設、外かく施設（護岸を除く。）及び貯木場の管理に関すること。 

10 港湾区域内の水域における水質汚濁防止その他の公害防止の実施に関すること。 

11 港湾区域内の水域における消火、警備及び救難に関すること。 

12 港湾区域内の水域における航行障害の防止及び清掃（水面清掃等の委託を含む。）の実施に関す

ること。 

13 港湾区域内の水域における港湾の保全、開発、利用又は管理に支障を与えるおそれのある行為の

規制に関すること（基本方針の策定及び重要な案件の許可等に関することを除く。）。 

14 港湾における船舶の係留保管の適正化に関すること（基本方針の策定に関することを除く。）。 

15 港湾施設の保安に関すること。 

16 所内他の課に属しないこと。 

ふ 頭 運 営 課 １ 港湾施設の管理運営に係る方針の策定及び調整に関すること（港湾局港湾経営部及び他の課に属

するものを除く。）。 

２ 港湾施設の管理に関すること（他の課に属するものを除く。）。 

３ 船席の指定に関すること。 

４ 船舶の入出港届及び入港船舶届の受理に関すること。 

５ 入港料及び港湾施設使用料等の徴収に関すること。 

６ 放置車両対策に関すること。 

港湾道路管理課 １ 局所管道路、橋りょう及び海底トンネル並びに橋りょう附帯施設（以下「道路等」という。）の

管理に関すること。 

２ 道路等に係る占用及び使用の許可並びに埋立地（道路用地に限る。以下同じ。）の一時貸付けに

関すること。 

３ 道路台帳の整備及び保管に関すること。 

４ 道路等の占用料及び使用料並びに埋立地の一時貸付料等の徴収に関すること。 

５ 道路等の監察に関すること。 

６ 道路等及びこれらの附属物の維持補修に関すること。 
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臨海地域管理課 １ 埋立地、共同溝及び廃棄物処理場の管理及び維持補修（共同溝は改修を含む。）に関すること。 

２ 埋立地の一時貸付及び一時貸付料等の徴収に関すること。 

３ 埋立地の測量及び境界確定に関すること。 

４ 海上公園工事の設計、施行及び監督に関すること。 

５ 海上公園の管理及び維持補修に関すること。 

６ 海上公園の占用料等の徴収に関すること。 

７ 新規に拡張を図る海上公園の建設工事及びオリンピック・パラリンピック後利用整備に係る設

計・施行及び監督に関すること。 

施 設 補 修 課 

 

１ 港湾施設（道路等を除く。）、ヘリポート等の維持補修工事の設計、施行及び監督に関すること。 

２ 港湾施設の補修計画等の策定に関すること。 

東

京

港

建

設

事

務

所 

庶   務   課 １ 所所属職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。 

２ 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。 

３ 所の予算、決算及び会計に関すること。 

４ 所の物品購買契約及び工事、修繕その他の契約に関すること。 

５ 所の財産及び物品の管理に関すること。 

６ 所内他の課に属しないこと。 

７ 海岸保全施設管理職員住宅の管理に関すること。 

港 湾 整 備 課 １ 港湾施設建設工事の設計、施行及び監督に関すること。 

２  臨海副都心開発に係る基盤施設の整備工事の設計、施工及び監督に関すること。 

３ 所所管工事に係る調査及び調整に関すること(埋立整備課に属するものを除く。)。 

４  埋立地施設(道路及び橋りょうに限る。)の整備工事の設計、施行及び監督に関すること。 

道路整備担当 

課 長 

１ 無電柱化及び引込連系に係る設計、施工及び監督に関すること。 

２ 令和島道路に係る設計、施工及び監督に関すること。 

３ 道路橋梁の耐震化等に係る設計、施工及び監督に関すること。 

４ 特別区道中月第836号線に係る設計、施工及び監督に関すること。 

５ 道路橋梁及びトンネル等の長寿命化・大規模修繕に係る設計、施工及び監督に関すること。 

海 岸 整 備 課 １ 海岸保全施設建設工事（建築、機械及び電気工事を除く。）の設計、施行及び監督に関すること。 

２ 海岸保全施設建設工事（建築、機械及び電気工事を除く。）に係る調査及び調整に関すること。 

３  都市再生事業に関連する防潮堤等の建設に関すること。 

埋 立 整 備 課 １  廃棄物処理場建設工事の設計、施行及び監督に関すること。 

２  廃棄物処理場建設工事に係る調査及び調整に関すること。 

３  港湾施設建設工事の設計、施行及び監督に関すること（他の課に属するものを除く。）。 

４ 埋立地護岸建設工事の設計、施行及び監督に関すること。 

５ 埋立地施設整備工事の設計、施行及び監督に関すること（他の課に属するものを除く。）。 

浚 渫 工 事 課 １ 浚渫工事に係る必要な船舶用品等の買入れ並びに報告及びその他諸手続きに関すること。 

２ 浚渫工事の設計、施行及び監督に関すること。 

３ 水域の測量調査・解析に関すること。  

４  直営浚渫船及び直営調査測量船の運航及び維持管理に関すること。 

施 設 整 備 課 １ 船舶の製造及び修繕工事の設計、施行及び監督に関すること。 

２ 建築工事の設計、施行及び監督に関すること。 

３ 機械工事の設計、施行及び監督に関すること。 

４ 電気工事の設計、施行及び監督に関すること。 

高潮対策セン 

ター 

１ 海岸保全施設の管理に関すること。 

２ 海岸保全施設の維持補修工事（建築工事を除く）の設計、施行及び監督に関すること。 
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３３  広広報報・・広広聴聴活活動動                         〔総務部総務課〕 

  局事業に関する内容、課題、方針等について、都民や事業者をはじめ国内外に情報発信することで、局事業の円滑

な推進を図ることを目的に以下のような広報・広聴活動を行っている。 

 

((11))  報報道道機機関関にに対対ししててのの積積極極的的なな情情報報提提供供  

新聞、テレビ等のマスメディアに、プレス発表の形で、局関係事業の情報提供を積極的に行い、パブリシティで

の露出を高めることにより、局事業のＰＲ活動を行っている。 

 

((22))  局局事事務務事事業業にに関関すするる刊刊行行物物のの作作成成及及びび提提供供  

   局事業に対し、より一層の理解を得るため、写真やイラスト等を多く取り入れた「Ｐｏｒｔ ｏｆ Ｔｏｋｙｏ」

を発行するとともに、東京港や臨海副都心に関するタイムリーな記事を「東京ポートニュース」として臨海地域

の情報誌に掲載している。 

   このほか、東京港の現況図や港湾計画、土地利用計画をまとめた「東京港便覧」を作成している。 

 

((33))  東東京京港港案案内内及及びび行行事事にに関関すするるこことと  

   東京港の役割など、より一層の理解を得るため、以下のような事業を実施している。 

   ア 東京港案内 

    東京港に関心を持つ都民グループ等を対象に、視察船事業を実施し、臨海副都心の開発や東京港の役割・歴史

などを紹介している。また、公益財団法人東京都公園協会の船をチャーターし、一般社団法人東京都港湾振興

協会と共同で小学校４～６年生及び中学生を対象に、社会科見学の一環として、東京港の案内を行っている。 

   イ 初入港船、客船、帆船等歓迎行事 

    客船の利用拡大など東京港の更なる利用促進を図ることを目的に、東京港に初めて入港する船舶や客船・帆船

等に対し、歓迎の意を表するセレモニーを行っている。 

   ウ 東京みなと祭 

    毎年５月20日の東京港開港記念日を中心に、都民をはじめ多くの人々に東京港の役割や都民との関係について

理解を深めてもらうことを目的に、「東京みなと祭」を開催している。 

エ 東京港パネル展 

    東京港の歴史や役割、港に関する情報や写真などを活用し、都内各地でパネル展を開催している。 

 

((44))  ホホーームムペペーージジ等等にによよるるＰＰＲＲ  

    港湾局の事業紹介を行うホームページの管理運営を行っている。局事業や組織の紹介、イベント情報の発信や

資料の検索、各種申請書のダウンロード、子供向けの「キッズページ」等で構成している。また、ソーシャル・

ネットワーキング・サービス（Ｘ、フェイスブック及びインスタグラム）を活用した情報発信も行っている。 

 

((55))  職職員員報報「「局局報報ここううわわんん」」のの配配信信  

   東京港に関係のあるニュースやトピックス等をまとめ、随時、電子メールにより局内全職員に向けて配信し、

局事業情報の共有化を図っている。 
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((66))  意意見見・・要要望望等等のの処処理理  

   局の事務事業に関して、都民から様々な意見や要望等が寄せられている。これらの意見等に対して、速やかな

回答を行い、実現可能な要望は直ちに実施するなど、都民の声を積極的に取り入れた事業の推進を行っている。 

 

（（参参考考））東東京京港港ＰＰＲＲ資資料料等等  

   東東京京港港PPRR用用印印刷刷物物  

名称 内容 主な配布先 

P o r t  o f  T o k y o 東京港の現状を写真主体で紹介 国内・外からの視察者等 

東 京 港 便 覧 
東京港の概要、埋立事業、将来計画を地図

主体で説明 
港湾関係者等 

東京ポートニュース 
都民生活と密接な関係を持つ東京港等の

話題を紹介（毎月発行） 

都民等 

(臨海地域の情報誌にて配布) 

 

- 17 -

第
１
章



第第 ３３ 節節   港港 湾湾 関関 係係 法法 制制  

 

１１  港港 湾湾 法法                              〔総務部総務課〕 

((11))  港港湾湾法法のの概概要要  

港港湾湾法法（昭25・法218）は、交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮

しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とし（第１

条）、昭和25年５月31日に公布、同日に施行された港湾管理行政に関する基本的な法律である。 

同法は、港湾の管理行政を港湾管理者に委ねており、港務局（第４条）又は地方公共団体（第33条）が港湾管

理者になることができるとしている。港湾管理者は、港湾の管理運営の一体化及び効率化を図るため、法定受託

業務として港湾管理者の業務と密接な関係にある規制関係の事務を執行する。国は、各港湾管理者等の事務事業

を国家的見地から指導、調整するほか、財政面又は技術面での助成を行う。 

各港湾は、国家的重要度及びその機能により国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾、地方港湾（第２条第２

項）のいずれかに分類されるとともに、このうち暴風雨に際し船舶が避難のため、てい泊することを主目的とす

る港湾を避難港と指定（第２条第９項）しており、それぞれに応じて国が財政援助及び総合調整を行う。東京港

は、横浜港及び川崎港とともに京浜港として国際戦略港湾に定められている。 

国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾の港湾管理者は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地

域の保全に関する計画（港湾計画）の策定が義務づけられている（第３条の３）。 

また、港湾法は、港湾管理者が整備し、管理し、又はその利用を調整すべき港湾施設の範囲を明確化し、港湾

の管理運営上必要な港湾区域（水域）及びその保全上必要な港湾隣接地域（陸域）の指定に係る手続及び管理の

方法を定めている（第２条、第４条、第37条等）。 

臨港地区においては、港湾管理者が商港区、工業港区等の分区を定め、当該分区内の構築物に関し、条例をも

って当該分区の目的を阻害するものの建設・改築及び有害な用途への転用を抑制する途を講じる（第38条～第41

条）等、当該臨港地区における港湾の適正な開発と利用の確保を図っている。 

((22))  港港湾湾法法ににおおけけるる港港湾湾管管理理者者のの業業務務  

港湾管理者の業務内容（第12条第１項）を大別すると、ア 港湾の整備及びこれに附帯する業務、イ 港湾の

管理運営及びこれに附帯する業務、ウ 港湾の環境整備と保全に関する業務、エ その他の業務に分けられる。 

ア 整備に関する業務 

 港湾管理者は、港湾を良好な状態に維持するとともに、その発展のために港湾施設の建設、改良及び維持補

修を行う。 

港湾法における港湾施設とは、港湾区域及び臨港地区内における係留施設、臨港交通施設、荷さばき施設、港

湾環境整備施設等の固定的な施設（港湾区域及び臨港地区外にある施設で国土交通大臣が認定したものを含

む。）並びに港湾の利用又は管理に必要な移動式施設等である（第２条第５項、第６項）。 

港湾計画は、国土交通大臣が定める港湾の開発、利用及び保全等に関する基本方針に適合したものでなけれ

ばならず（第３条の３）、策定するに当たっては、条例で定める地方港湾審議会の意見を聴くこととなっている

（第３条の３、第35条の２）。港湾計画の策定手続は図１参照のこと。 

国際戦略港湾である東京港において行う港湾施設の建設に当たっては、国が一定の割合でその費用を負担又
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は補助することになっている（第42条、第43条）。 

さらに、港湾整備事業の実施に当たっては、原因者負担金（第43条の３）及び受益者負担金（第43条の４）

の各制度がある。 

 

図１           港 湾 計 画 の 策 定 手 続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 管理運営に関する業務 

港湾管理者の基本的業務は、港湾、特に港湾施設の管理運営である。 

港湾の管理業務として、これと関連して、 

(ｱ) 水域施設等の使用に関する必要な規制 

(ｲ) 入出港届の受理 

(ｳ) 消火・救難・警備に必要な設備の設置 

(ｴ) 一般公衆の利用に供することを要せず、又は自ら運営することを適当としない港湾施設の貸付け 

を港湾管理者が行うこととなっている（第12条）。 

なお、港湾管理者は、港湾の管理運営に当たり、港湾運送業、倉庫業その他輸送及び保管に関連する私企業

の公正な活動を妨げ、その活動に干渉し、又はこれらの者と競争して事業を営んではならないものとされてい

る（第13条）。 

 都においては、都有財産及び管理委託された（第54条）国有財産の港湾施設を、地方自治法第244条の２の規

定に基づく公の施設として東東京京都都港港湾湾管管理理条条例例（平16・条93）〔平成16年４月１日に東京都港湾設備条例（昭29・

条37）を全部改正〕により設置、管理している。 

また、法第44条の２に定められている入港料については、昭和51年12月に東東京京都都入入港港料料条条例例（昭51・条86）

を制定し、徴収している。 

ウ 環境整備と保全に関する業務 

港湾の環境を整備し、又は保全することを目的として、緑地、広場等の港湾環境整備施設及び公害防止施設

の建設又は改良等の港湾工事を行う場合には、負担区域内にある工場又は事業場に係る事業者に、工事に要し

法法３３条条のの３３第第３３項項  

法法３３条条のの３３第第８８項項  

法法３３条条のの３３第第１１項項  

法法３３条条のの３３第第４４項項  

法法３３条条のの３３第第９９項項  

法法３３条条のの３３第第７７項項  

法法３３条条のの３３第第６６項項  

法法３３条条のの３３第第５５項項  

法法３３条条のの３３第第２２項項及及びび  
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た費用の一部を負担させる港湾環境整備負担金の制度（第43条の５）が設けられた。これに基づき、昭和55年

３月、東東京京都都港港湾湾環環境境整整備備負負担担金金条条例例（昭55・条58）を制定した。 

また、港湾管理者の業務として、港湾区域内における廃船の除去及び水域の清掃その他の汚染の防除が追加

されたほか、廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設等の管理運営を行うこととされた（第12条）。 

さらに、高度経済成長期の海に対する行政のあり方の反省に立ち、東京の海域と埋立地における自然を保全・

回復し、人と海とのふれあいの場をつくりだす構想（海上公園構想）のもとに、海上公園事業を進めてきたが、

この構想を更に推進し、また、完成した海上公園施設の適正な管理運営を図るため、東東京京都都海海上上公公園園条条例例（昭

50・条107）を制定した。 

なお、多年にわたり、都内の公共水域（港湾及び河川）には大量の船舶が放置されており、これが都市景観

の阻害や地震等の災害時において、船舶による避難・物資輸送活動に支障をもたらす恐れなどが懸念されてい

る。こうした放置船舶問題の解決に向けて、平成14年３月、東東京京都都船船舶舶のの係係留留保保管管のの適適正正化化にに関関すするる条条例例（平

14・条98）を制定、平成15年１月から施行している。 

エ その他の業務 

港湾管理者は、その他港湾法上次のようなサービス業務等を行うこととなっている（第12条）。 

(ｱ) 港湾の発展のために必要な調査研究及び統計資料の作成並びに当該港湾利用の宣伝 

(ｲ) 港湾運営に必要な役務提供のあっせん 

(ｳ) 港湾区域及び臨港地区内における貨物の積卸し・保管・荷さばき及び運送の改善についてのあっせん 

(ｴ) 他の者が行う役務及び他の者が管理する施設等に係るものを含め、港湾の利用に必要な役務及び施設に関

する最新の料率表の作成及び公表 

((33))  港港湾湾区区域域内内のの工工事事等等のの許許可可  

港湾法上、港湾区域内又は港湾隣接地域内において、次の行為をする場合は、港湾管理者の許可を受けなけれ

ばならない（第37条、港港湾湾法法施施行行令令（昭26・令４）第14条）。 

ア 港湾区域内の水域（上空100メートルまで及び水底下60メートルまでの区域を含む（施行令第13条）。以下同

じ。）又は公共空地の占用 

イ 港湾区域内の水域又は公共空地における土砂の採取 

ウ 水域施設・外郭施設・係留施設・運河・用水きょ又は排水きょの建設又は改良 

エ 港湾管理者が指定する護岸、堤防、岸壁、桟橋又は物揚場の水際線から20メートル以内の地域においてする

構築物（載荷重が港湾管理者が指定する重量を超えるものに限る。）の建設又は改築 

オ 港湾管理者が指定する廃物の投棄 

カ 動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積の合計が６平方センチメート

ルを超え、かつ、そのストレーナーの位置が港湾管理者が指定する位置より浅い位置にあるものの建設又は改

良 

この許可を申請する手続については、都の場合、東東京京都都のの管管理理すするる港港湾湾のの港港湾湾区区域域及及びび港港湾湾隣隣接接地地域域ににおおけけるる

工工事事等等のの規規制制にに関関すするる規規則則（昭37・規81）で定められている。 

なお、上記の行為を国又は地方公共団体がしようとする場合は、許可に代え、港湾管理者と協議することにな

っている（第37条第３項）。 

 

 

- 20 -

第
１
章



２２  公公有有水水面面埋埋立立法法  

公有水面を埋め立てようとする者は、公公有有水水面面埋埋立立法法（大10・法57）の規定に基づき、都道府県知事の免許を受

けなければならないが（第２条）、港湾区域内では、この都道府県知事の職権を港湾管理者が行うとされている（港

湾法第58条第２項）。 

公有水面埋立法では、公有水面を埋め立てて土地を造成し、当該埋立地の所有権を取得しようとするものは、都

道府県知事の免許を受け（第２条）、その免許条件に従い指定期限までに工事に着手し、及びしゅん功し（第13条）、

そのしゅん功認可を受けるべき旨を規定している（第22条）。この免許申請手続については、公公有有水水面面埋埋立立法法施施行行規規

則則（昭49・運輸省／建設省／令１）で詳細に定められている。 

また、都道府県知事は、免許に際し、出願事項（申請人の氏名及び住所、埋立区域及び埋立施行区域並びに埋立

地の用途等）を告示し、これを縦覧に供するとともに、地元市町村長及び利害関係人の意見を徴することとされて

いる（第３条）。 

さらに、東京港は甲号港湾に指定されており（公公有有水水面面埋埋立立法法施施行行令令（大11・令194）第32条第１号の甲号港湾及

び乙号港湾を指定する告示、平２・運輸省告示164）、東京港内の埋立てに関する埋立免許については、原則、国土

交通大臣の認可を受けなければならないことになっている（施行令第32条）。 

 

３３  海海 岸岸 法法  

海海岸岸法法（昭31・法101）は、津波・高潮・波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、

海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土を保全することを目的として制定された法

律である（第１条）。 

同法は、従来不明確であった海岸の管理責任を明確にしたものであり、都道府県知事は海岸の保全に関しては、

主務大臣が定める海岸保全基本方針に基づき、海岸保全区域等に係る海岸保全基本計画を定める（第２条の３）と

ともに、防護すべき海岸を海岸保全区域として指定できる（第３条）。 

また、知事等を海岸管理者と定めて海岸保全区域の管理責任を負わせている。ただし、海岸保全区域が港湾区域

又は、港湾隣接地域と競合する区域においては港湾管理者の長が、漁港区域と重複するときは漁港管理者である地

方公共団体の長が、その管理を行う（第５条）。海岸保全施設の建設等に関しては、国の財政負担（第27条、海海岸岸法法

施施行行令令（昭31・令332）第８条）や受益者又は原因者の費用負担の制度（第31条～第33条）等を定めるとともに、海

岸保全区域における行為の規制に関し、港湾法第37条の規定に基づき、港湾管理者が港湾区域又は港湾隣接地域内

において占用及び行為を規制する場合と類似した規定を定めている（第７条、第８条及び第10条）。 

さらに、同法は、津波、高潮等に対する防災・減災対策を推進するため、海岸管理者に水門・陸こう等の操作規

則の策定を義務付ける（第14条の２）とともに、海岸保全施設等の維持等を適正かつ確実に行うことができると海

岸管理者が認める法人又は団体を、海岸協力団体として指定することができるとしている（第23条の３）。 

 

４４  漁漁港港及及びび漁漁場場のの整整備備等等にに関関すするる法法律律  

  「漁港漁場整備法」の目的規定に「漁港の活用促進」が追加され、令和６年４月１日に法律名が「漁港及び漁場

の整備等に関する法律」に変更された。  

((11))  漁漁港港のの意意義義  

漁漁港港及及びび漁漁場場のの整整備備にに関関すするる法法律律（昭25・法137）は、水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定

を図るため、環境との調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し、並びに漁港の維持管

理を適正にし、及びその活用を促進し、もって国民生活の安定及び国民経済の発展に寄与し、併せて豊かで住み
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よい漁村の振興に資することを目的として制定された（第１条）。 

同法上、漁港とは、天然又は人工の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であって、農林水産大

臣、都道府県知事等が指定した港をいう（第２条、第６条）。 

漁港が利用される範囲の影響度によって、次の４種類に格付けている（第５条）。 

ア 第１種漁港 その利用範囲が地元の漁業を主とするもの 

イ 第２種漁港 その利用範囲が第１種漁港よりも広く、第３種漁港に属しないもの 

ウ 第３種漁港 その利用範囲が全国的なもの 

エ 第４種漁港 離島その他辺地にあつて漁場の開発又は漁船の避難上特に必要なもの 

この格付けにより、主として漁港の修築に要する費用に係る国庫補助・負担の率に相違が生じる（第20条）。 

((22))  漁漁港港漁漁場場整整備備事事業業  

漁港及び漁場の整備に関する法律は、漁港漁場整備事業の施行主体と漁港の維持・保全及び管理を行う漁港管

理者とを別個のものとしている。前者については、国、漁港の所在地の地方公共団体又は漁港を地区内に有する

水産業協同組合とし（第４条）、後者については、漁港の所在地の地方公共団体を基本としている（第25条）。 

漁港漁場整備は、農林水産大臣が定めた漁港漁場整備基本方針に基づいて施行者が特定漁港漁場整備事業計画

を定め、農林水産大臣に届け出ることとされている（第17条～第19条）。特定漁港漁場整備事業の施行に当たって

は、国が一定の割合でその費用を補助することとされている（第20条）。 

((33))  漁漁港港のの維維持持管管理理  

漁港管理者は、当該漁港の所在地の地方公共団体と定められている（第25条）。漁港管理者は、漁港管理規程を

定め、これに従い漁港の維持、保全及び運営その他漁港の維持管理をするほか、漁港の発展のために必要な調査

研究及び統計資料の作成を行うものとされている（第26条）。 

((44))  漁漁港港のの活活用用促促進進  

農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の推進に関する基本方針（漁港施設等活用基本方針）を定めなければな

らない(第40条)。漁港管理者は、その管理する漁港について、漁港施設等活用基本方針を基に、地域産業の実態

を踏まえ、漁港施設等の活用事業の推進についての計画（活用推進計画）を定めることができるとされている(第

41条)。活用推進計画が定められた漁港において、漁港施設等活用事業を実施しようとする者は、漁港施設等活用

事業の実施に関する計画（実施計画）を作成し、当該漁港の漁港管理者の認定を申請することができる(第42条)。 

都では、漁港管理規程として、東東京京都都漁漁港港管管理理条条例例（昭42・条47）を定め（第34条）、同条例及び同同条条例例施施行行規規

則則（昭42・規38）により都営漁港の維持管理を行っている。 

 

５５  国国際際船船舶舶・・港港湾湾保保安安法法  

船舶及び港湾施設の保安の確保を目的として、平成14年12月に国際海事機関（ＩＭＯ）において改正された「1974

年の海上における人命の安全のための国際条約（ＳＯＬＡＳ条約）附属書」を担保するために、「国国際際航航海海船船舶舶及及びび

国国際際港港湾湾施施設設のの保保安安のの確確保保等等にに関関すするる法法律律」（平16・法31）（以下「国際船舶・港湾保安法」という。）が成立し

た。 

((11))  国国際際船船舶舶・・港港湾湾保保安安法法のの施施行行  

平成16年７月１日、国際船舶・港湾保安法が施行された。この法律は、国際航海船舶や国際港湾施設に自己警

備としての保安措置を義務付け、外国から日本に入港しようとする船舶に船舶保安情報の通報を義務付け、危険

な船舶には海上保安庁が入港禁止等の措置を行えるようにした内容となっている。 
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((22))  国国際際港港湾湾施施設設のの保保安安のの確確保保    

平成16年７月１日から国際航海船舶が一定頻度利用する国際戦略港湾等の岸壁等については、保安措置の実施

が義務付けられ、現在東京港においては、ふ頭用地及び前面泊地に制限区域を設けて管理している。 

 

６６  そそのの他他  

 地方自治法の一部を改正する法律（平15・法81）が、平成15年６月に成立し、同年９月に施行された。この改正は、

公の施設の管理について、指定管理者制度を導入し、その適正かつ効率的な運営を図ることを目的としたものであり、

港湾局においては平成17年３月に東京都港湾管理条例、東京都海上公園条例及び東京都漁港管理条例並びに平成27

年３月に東東京京都都営営空空港港条条例例（昭37・条53）の一部を改正し、公の施設の一部（海上公園・客船ターミナル等）の管理

を指定管理者に行わせることが出来るようにした。 
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８８ 港港 湾湾 局局 関関 係係 法法 制制 概概 要要

港湾管理者 東京都 （代表者：東京都知事）

港 湾 法公有水面埋立法 海 岸 法

（港湾法第33条）
地方公共団体は、単独で港湾
管理者となることができる。

（港湾法第58条第２項）
公有水面埋立法の規定による
知事の職権は、港湾区域内に
あっては、港湾管理者が行う。

知 事知 事

（海岸法第５条第３項）
海岸保全区域と港湾区域又は
港湾隣接地域とが重複して存
するときは、港湾管理者の長が
海岸保全区域の管理を行う。

((11)) 港港 湾湾 関関 係係

・ 海岸保全基本計画の策定(第２条の３)

・ 海岸保全区域の指定(第３条)

・ 海岸保全区域の占用許可(第７条)

・ 海岸占用料等の徴収(第11条)

・ 海岸保全区域台帳の調製(第24条)

・ 海岸保全施設の管理 など

・ 埋立免許、告示(第２条、第11条等)

・ 竣功認可、告示(第22条)

・ 埋立地の処分制限(第27条)

・ 埋立地の用途制限(第29条） など

→ 東京都海岸法施行細則
→ 東京都海岸占用料等徴収条例

・ 港湾計画の策定(第３条の３)

・ 港湾管理者の業務(第12条)

水面の埋立・土地の造成

港湾施設の建設・改良工事

港湾施設の維持・管理

港湾の環境保全

その他の業務

・ 港湾隣接地域の指定、公告(第37条の２)

・ 臨港地区及び分区の指定、公告、構築物の規制
(第38条～第41条)

・ 港湾環境整備負担金(第43条の５)

・ 入港料の徴収(第44条の２)

・ 港湾台帳の調製(第49条の２) など

免
許
申
請

→ 東京都港湾審議会条例
→ 東京都港湾環境整備負担金条例
→ 東京都港湾管理条例
→ 東京都入港料条例
→ 東京都臨港地区内の分区における構築物に関する条例
→ 東京都港湾区域及び港湾隣接地域占用料等徴収条例

東 京 都
港湾審議会

答申 諮問

諮
問

答申

答申

答申

認
可

免許

国
土
交
通
大
臣

補助金、直轄工事等

国有港湾施設の
管理委託

報告

提
出

意見
認
可
申
請

（上限内での設定

等の場合）

事前届出
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((22)) 漁漁 港港 関関 係係

漁港及び漁場の整備等に関する法律

（漁港及び漁場の整備等に関する法律第25条）
漁港管理者は、市町村
又は都道府県

知 事
（海岸法第５条第３項）

海岸保全区域と漁港区域とが重複して
存するときは、漁港管理者である地方公
共団体の長が当該海岸の管理を行う。

海 岸 法

漁港管理者 東京都 （代表者：東京都知事）
第１種漁港：１４港、第２種漁港：１港、第４種漁港：６港

・ 特定漁港漁場整備事業計画の策定(漁港及び漁場の整備等に関する法律第17条)

・ 特定漁港漁場整備事業の費用負担等(同第20条)

・ 漁港管理規程の制定(同第34条)

・ 利用の対価の徴収(同第35条)

・ 漁港台帳の調製(同第36条の２)

・ 水域の占用許可等(同第39条) など

農
林
水
産
大
臣

届出

費用の負担、補助

→ 東京都漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則
→ 東京都漁港管理条例

((33)) 空空 港港 関関 係係

航 空 法

空港の設置・管理者 東京都 （代表者：東京都知事）
都営空港 ： 大島・新島・神津島・三宅島・八丈島空港、調布飛行場、東京へリポート

・ 空港供用規程の制定及び変更

(第12条)

・ 着陸料等(第13条)

・ 滑走路の新設・改良、

用地の造成・整備等

届出

費用の

負担、補助 → 東京都営空港条例

空 港 法

・ 空港等・航空保安施設の設置及び変更

(第38条及び第43条)

・ 空港等の工事の完成(第41条)

・ 空港等・航空保安施設の管理(第47条)

など

許可

検査(第42条)

（空港法第５条）
地方管理空港は、地方公共団体が
設置し、及び管理する。

事前届出

届出

（空港法第４条及び第５条）
・国際航空輸送網又は国内航空輸送網の
拠点となる空港
・国際航空輸送網又は国内航空輸送網を
形成する上で重要な役割を果たすものとし
て政令で定める空港（地方管理空港）

国
土
交
通
大
臣

定期検査

（第47条）
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第第４４節節  予予      算算  

 

１１  会会 計計 区区 分分                           〔総務部企画計理課〕 

地方財政法は、一般行政事務のほか、地方公共団体の行う企業活動については、独立採算制の原則のもとに事業

の収支を明確にするため、その経理は特別会計を設けて行うよう規定している。 

この規定を受けて、当局の予算は、「一般会計」のほか「臨海地域開発事業会計」及び「港湾事業会計」の２特別

会計に区分して経理している。 

会計区分、所管事業は次のとおりである。 

港港 湾湾 局局 予予 算算 のの 会会 計計 区区 分分  

会  計 会計設置の根拠  事 業 内 容  備 考 

一 般 会 計 

  

下記の港湾事業及び臨海土地造成事業を除く当局所管事業 

東京港の港湾施設の整備、管理運営 

海岸保全事業、島しょの港湾、漁港、空港整備事業 

臨 海 地 域 

開発事業会計 

地方財政法第６条 

（公営企業の特別会計） 

同法施行令第46条 

対象事業 

・港湾整備事業 

・宅地造成事業 

地方公営企業法第２条 

第３項 

（財務規定等の適用） 

臨海土地造成事業（埋立

地の造成、整備及び開

発） 

港湾施設となるものを除く海上公園、

道路及び開発事業を含む。 

港湾事業会計 港湾事業（上屋、荷役機

械、貯木場及び関連事

業） 

野積場、荷役連絡所、電気施設、自動

車はかり、水産物用荷役施設、木材用

荷役施設、港湾施設用地、船舶給水等

を含む。 

 

 

２２  令令和和６６年年度度予予算算  

((11))  概概  要要  

令和６年度の港湾局予算は、東京港の機能強化に向けた取組の推進、緑があふれ、親水性豊かな港の実

現、水上交通ネットワークの充実、地震・津波・高潮対策の推進及び島しょ地域における生活と産業を支

える機能の拡充等、局が直面する課題に的確に対応する内容となっている。また、臨海地域開発事業会計

は臨海副都心整備や臨海副都心のまち全体を先端技術のショーケースとして活用する取組のほか、ＭＩＣ

Ｅ・国際観光拠点化に向けた取組を、港湾事業会計はユニットロードターミナル整備に向けた取組を、そ

れぞれ反映した内容となっている。 

局予算の規模等については、次表のとおりである。 
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会会 計計 別別 予予 算算 のの 比比 較較 表表  

会  計  名 

令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度 比 較 

予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増（△）減 増減比 

一 般 会 計 
千円 

100,365,000 

％ 

37.3 

千円 

106,274,000 

％ 

74.4 

千円 

△5,909,000 

％ 

△5.6 

臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計 157,630,000 58.7 27,715,000 19.4 129,915,000 468.8 

港 湾 事 業 会 計 10,697,000  4.0 8,871,000  6.2 1,826,000 20.6 

合      計 268,692,000 100 142,860,000 100 125,832,000 88.1 

  （注）１ 会計の重複計上額を整理した純計額は、末尾参考１を参照 

     ２ 各会計別収支予算は、末尾参考２を参照 

 

本年度の予算総額は、2,686億9,200万円で、前年度に比べ、88.1％の増である。 

これを会計別にみると、一般会計は、予算総額1,003億6,500万円、前年度に比べ5.6％の減で、主として東京

港整備費の減等によるものである。 

臨海地域開発事業会計は、予算総額1,576億3,000万円、前年度に比べ468.8％の増で、主として企業債償還金

の増等によるものである。 

港湾事業会計は、予算総額106億9,700万円、前年度に比べ20.6％の増で、主として施設撤去費の増等による

ものである。 

 

((22))  歳歳出出予予算算  

ア 主要事業 

(ｱ) 東京港の機能強化に向けた取組の推進 

① ふ頭の整備・再編（一般・臨海・港湾）    170億3,100万円 

船舶の大型化や増加する貨物に対応するため、ふ頭の整備及び再編を推進 

② 円滑な物流ネットワークの整備（一般・臨海）    24億2,800万円 

物流機能の強化を図るため、臨港道路の整備及び物流円滑化に向けた取組等を推進 

③ 脱炭素化の推進（一般）              40億8,500万円 

港湾の脱炭素化を図るため、再生可能エネルギーの導入拡大や水素活用に向けた取組等を推進 

④ 客船誘致の促進（一般・臨海）      24億3,000万円 

東京国際クルーズターミナルを拠点として、国際観光振興に寄与する客船誘致の取組を推進 
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(ｲ) 緑があふれ、親水性豊かな港の実現 

① 海上公園整備（一般・臨海）     45億9,100万円 

自然環境保全や景観に配慮した緑地を整備 

② 廃棄物処理場建設・汚泥しゅんせつ（一般）   157億3,400万円 

廃棄物処理場の整備及び運河の環境改善を図るための汚泥しゅんせつ 

 

(ｳ) 水上交通ネットワークの充実 

① 舟運の活性化、水辺の賑わい・魅力向上（一般・港湾）    5億7,700万円 

水辺に立地する観光資源等を結ぶ水上交通ネットワークの形成や魅力的な水辺空間創出の取組を推進 

 

(ｴ) 臨海地域開発のさらなる推進 

① 臨海副都心整備（臨海）      84億  700万円 

広域幹線道路整備に対する費用負担及び臨海副都心地域の都市基盤整備 

② 臨海副都心の快適かつ賑わいあるまちづくり（一般・臨海） 25億9,000万円 

まち全体を先端技術のショーケースとして活用するなど、臨海副都心の快適かつ賑わいあるまちづくりを

推進 

 

(ｵ)  地震・津波・高潮対策の推進 

① 海岸保全施設整備の推進（一般）           100億円 

水門・排水機場や防潮堤の耐震対策及び気候変動への対応を推進 

② 港湾施設等の防災力向上（一般・臨海・港湾）    45億2,400万円 

岸壁・橋梁等の耐震強化及び道路の無電柱化を推進 

 

(ｶ) 島しょ地域における生活と産業を支える機能の拡充  

① 島しょ等港湾整備（一般）    207億2,300万円 

港湾、漁港、空港の整備、航路・航空路運賃補助等 

② 島しょ地域の防災力向上（一般）     27億  900万円 

緊急輸送用岸壁、海岸保全施設の整備及び無電柱化等を推進 
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イ 事業別構成 

(ｱ)  一般会計 

区 分 

令  和  ６  年  度  予  算 令 和 ５ 年 度 

 

予 算 額 

増（△）減 増減率 
予 算 額 主 要 内 容 

 

 

 

 

 

東京港港湾 

施 設 整 備 

 

 

 

 

 

千円 

 

 

 

 

 

 

 

33,325,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ふ頭整備等         17,386,273千円 

  中央防波堤外側外貿コンテナふ頭整備等  

②道路・橋梁整備       5,656,635千円 

  無電柱化の推進等 

③港湾厚生施設等整備       164,222千円 

  東京港保安対策監視設備改修等 

④計画調査等         3,948,948千円 

  東京港機能強化検討調査等 

⑤内港地区再開発等       2,157,944千円 

  夢の島マリーナ桟橋改修等 

⑥水辺空間の魅力向上        47,251千円 

日の出ふ頭舟運ターミナル周辺整備等   

⑦岸壁・道路改修等      1,507,727千円 

  大井水産物ふ頭桟橋補修等 

⑧東京港整備貸付金      2,456,000千円 

  外貿ふ頭整備 

千円 

 

 

 

 

 

 

 

30,794,000 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

 

 

 

 

 

 

 

2,531,000 

 

 

 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 

 

 

    

     

     

     

     

港 湾 振 興 983,165 

①港湾振興促進               907,116千円 

  客船誘致の推進等 

②港湾広報                     76,049千円 

534,564 448,601 83.9 

環境整備・ 

公 害 対 策 
5,183,000 

①環境整備          4,633,000千円 

  海の森公園整備等 

②公害対策           550,000千円 

  運河汚泥しゅんせつ等 

5,315,000 △132,000 △2.5 

廃 棄 物 

処理場建設 
15,184,000 

①中央防波堤外側廃棄物処理場1,548,296千円 

  廃棄物埋立護岸耐震補強等 

②新海面処分場        13,635,704千円 

  Ｄブロック護岸建設等 

17,203,000 △2,019,000 △11.7 

海 岸 保 全 

施 設 建 設 
10,032,000 

①施設建設           8,538,453千円 

  防潮堤整備、水門・排水機場耐震強化、内

部護岸整備等 

②施設補修等                 937,446千円 

③計画調査等           556,101千円 

16,015,000 △5,983,000 △37.4 

島 し ょ 等 

港 湾 整 備 
19,069,000 

①港湾整備           9,752,000千円 

  元町港外13港 

②漁港整備          5,828,000千円 

  元町漁港外14漁港 

③海岸保全施設整備      1,367,000千円 

  港湾６港、漁港３漁港 

④空港整備          2,120,000千円 

  大島空港外５空港 

⑤災害復旧             2,000千円 

19,064,000 5,000 0.0 

離島航路・ 

航空路補助 
2,049,199 

①航路補助（３社）      1,053,449千円 

②貨物運賃補助（５社等）   405,845千円 

③航空路補助（２社）      366,648千円 

④航空路運賃補助（２社）    223,257千円 

2,144,164 △94,965 △4.4 

管理運営費 

人 件 費 
14,539,636 

港湾施設等の維持管理経費及び人件費 

(定数   486人) 
15,204,272 △664,636 △4.4 

計 100,365,000  106,274,000 △5,909,000 △5.6 
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(ｲ) 臨海地域開発事業会計 

区 分 
令  和  ６  年  度  予  算 令 和 ５ 年 度 

 

予 算 額 
増（△）減 増減率 

予 算 額 主 要 内 容 

 

埋 立 造 成 

 

千円 

 

 

7,052,140 

 

①埋立・護岸築造等       6,701,000千円 

  護岸改修等 

②環境整備              1,000千円 

③道路整備                1,000千円 

④埋立造成関連         349,140千円 

測量調査等 

千円 

 

 

3,089,519 

千円 

 

 

3,962,621 

％ 

 

 

128.3 

埋 立 改 良 3,804,000 

①道路改良             204,902千円 

  品川11号・16号線等 

②橋梁改良等          3,599,098千円 

  大井中央陸橋等 

1,619,000 2,185,000 135.0 

臨海副都心 

建 設 改 良 
10,711,000 

①建設事業            7,184,000千円 

  開発者負担金、臨海副都心地域内整備等 

②改良事業等          3,527,000千円 

  公園改良、開発調査等 

7,743,000 2,968,000 38.3 

企業債費等 97,939,823 
①企業債元金償還金        97,485,000千円 

②企業債利子及び取扱諸費等    454,823千円 
597,162 97,342,661 著増 

埋 立 地 等 

処 分 原 価 
11,729,742 埋立地処分原価 914,450 10,815,292 著増 

管理運営費 

人 件 費 
26,393,295 

①埋立地の維持管理経費及び人件費等 

（定数  105人）         3,890,577千円 

②Digital Innovation City関連経費 

515,153千円 

③消費税雑支出等       21,987,565千円 

13,751,869 

 

12,641,426 

 

91.9 

計 157,630,000  27,715,000 129,915,000 468.8 

(ｳ) 港湾事業会計 

区 分 
令  和  ６  年  度  予  算 令 和 ５ 年 度 

 

予 算 額 

増（△）減 増減率 
予 算 額 主 要 内 容 

 

建 設 改 良 

 

千円 

 

3,135,462 

 

 

①港湾施設整備         2,579,715千円 

中央防波堤内側ユニットロードターミナ

ル施設整備等 

②港湾施設改良           555,747千円 

千円 

 

4,021,870 

 

千円 

 

△886,408 

 

％ 

 

△22.0 

 

投 資 936,000 東京港埠頭株式会社に対する長期貸付金 729,600 206,400 28.3 

営業外費用 122,990 消費税及び地方消費税等 262,990 △140,000 △53.2 

管理運営費 

人 件 費 
6,502,548 

①港湾施設の維持管理経費及び人件費等 

（定数   31人）            3,520,452千円 

②減価償却費等         2,982,096千円 

3,856,540 2,646,008 68.6 

計 10,697,000  8,871,000 1,826,000 20.6 

港湾局合計 268,692,000  142,860,000 125,832,000 88.1 
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((33))  繰繰越越明明許許費費  

① 東京港港湾整備事業                             4,952,000千円 

② 東京港環境整備事業                                                 693,000千円 

③ 東京港廃棄物処理場建設事業                                                 2,250,000千円 

④ 東京港海岸保全施設建設事業                                                 1,494,000千円 

⑤ 島しょ港湾整備事業                                                         1,442,000千円 

⑥ 島しょ漁港整備事業                                                           854,000千円 

⑦ 島しょ海岸保全施設整備事業                                                   200,000千円 

⑧ 島しょ等空港整備事業                                                         313,000千円 

合  計               12,198,000千円 

 

((44))  債債務務負負担担行行為為（（限限度度額額）） 

① 東京港管理委託                                80,114千円 

② 港湾振興促進委託                               52,400千円 

③ ふ頭運営委託                                      396,680千円 

④ 東京へリポート運営委託                             86,929千円 

⑤ 臨港道路等管理委託                               929,413千円 

⑥ 水門・排水機場等管理委託                           173,694千円 

⑦ ふ頭建設整備工事                             11,492,000千円 

⑧ 岸壁・道路改修等工事                                                         693,000千円 

⑨ 海上公園整備工事                                                           4,779,602千円 

⑩ 運河しゅんせつ工事                                              28,000千円 

⑪ 中央防波堤外側廃棄物埋立護岸耐震補強工事             1,107,009千円 

⑫ 新海面処分場整備工事                                                       5,464,247千円 

⑬ 防潮堤耐震化等整備工事                                                    11,139,835千円 

⑭ 内部護岸等整備工事                                                         4,184,985千円 

⑮ 島しょ等空港施設運営委託                           139,001千円 

⑯ 島しょ港湾岸壁等整備工事                                                   5,287,220千円 

⑰ 島しょ漁港防波堤等整備工事                                                 2,890,293千円 

⑱ 島しょ港湾海岸保全施設整備工事                                               301,500千円 

⑲ 島しょ等空港整備工事                                                       1,440,180千円 

⑳ 一般管理事業（臨海地域開発事業会計）                      223,000千円 

㉑ 埋立地造成事業（臨海地域開発事業会計）                   1,767,000千円 

㉒ 埋立改良事業（臨海地域開発事業会計）                                       6,597,000千円 

㉓ 埋立諸事業（臨海地域開発事業会計）                                            57,000千円 

㉔ 臨海副都心建設事業（臨海地域開発事業会計）                 3,712,000千円 

- 32 -

第
１
章



㉕ 臨海副都心改良事業（臨海地域開発事業会計）                                 1,328,000千円 

㉖ 臨海副都心諸事業（臨海地域開発事業会計）                                     407,000千円 

㉗ 管理運営事業（港湾事業会計）                        2,214,000千円 

㉘ 港湾施設整備事業（港湾事業会計）                      3,246,000千円 

㉙ 港湾施設改良事業（港湾事業会計）                       265,000千円 

       合  計                                                        70,482,102千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（参参    考考））  

１１  局局 予予 算算 のの 純純 計計  

区       分 令和６年度 令和５年度 増（△）減 増 減 率 

 千円 千円 千円 ％ 

一 般 会 計 100,365,000 106,274,000 △5,909,000 △5.6 

臨海地域開発事業会計 157,630,000 27,715,000 129,915,000 468.8 

港 湾 事 業 会 計 10,697,000 8,871,000 1,826,000 20.6 

計 268,692,000 142,860,000 125,832,000 88.1 

会計間重複分控除額 326,899 341,337 △14,438 △4.2 

差 引 純 計 268,365,101 142,518,663 125,846,438 88.3 

（注）会計間重複分とは、臨海地域開発事業会計及び港湾事業会計から一般会計への繰入金である。
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